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徳島県立あすたむらんど指定管理者募集要項

第１ 募集の目的

徳島県立あすたむらんど（以下「あすたむらんど」という。）は、科学に関する体

験及び人と人との交流の場を提供することにより、創造性豊かな青少年の育成及び県

民の余暇活動の充実に資することを目的として設置されています。

このたび、徳島県（以下「県」という。）は、あすたむらんどの年間来園者数40万

人以上の確保を図りつつ、管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、徳島県公の施設に係る指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成１６年徳島県条例第５０号）、徳島県立あすた

むらんどの設置及び管理に関する条例（平成１３年徳島県条例第１０号）の規定にも

とづき、以下によりあすたむらんどの管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集

します。

第２ 募集の内容

１ 施設の概要

（１）名 称 徳島県立あすたむらんど（通称：あすたむらんど徳島）

（２）所 在 地 徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷45-22

（３）開 園 日 平成１３年７月１日

（４）施設規模 敷地面積 約２４３，５６５㎡

建築面積 １１，４３５．７２㎡

延床面積 １２，２４１．４８㎡

（５）主要施設 子ども科学館、吉野川めぐり、探検の国、

冒険の国、風車の丘、くつろぎ館

２ 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとし、業務の詳細内容については、

別添資料①｢徳島県立あすたむらんど管理運営業務要求水準書｣（以下、｢要求水

準書｣という。）を参照ください。

（１）徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例第２条各号に掲げる事

業の実施に関する業務

（２）あすたむらんどの施設等の維持管理（知事が指定する補修等を除く。）に関
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する業務

（３）あすたむらんどの利用の許可に関する業務

（４）あすたむらんどの使用料の徴収に関する業務

（５）その他あすたむらんどの管理に関し、知事が必要と認める業務

３ 管理の基準

徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例において、休業日、供用時

間等に関する規定があり、その詳細については、要求水準書に記載しておりますが、

休業日や供用時間について、県民の利用の幅がより広がる内容の提案をすることも

可能です。

４ 指定期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）

５ 業務に必要な経費

県が支払う指定管理料をもって、業務を行うものとします。

指定管理料の額については、指定管理者が応募の際に提案した収支計画に記載

された額（消費税及び地方消費税を含む）を基本として、県と指定管理者が締結

する基本協定書により決定します。

なお、収支計画の見積もりにあたっては、下記のとおり各年度の想定上限基準

額を設定しますので、想定上限基準額を上回る提案をした場合は失格となります。

また、基本協定書（案）の別紙７に記載する報奨金制により指定管理料を増減

することとします。

想定上限基準額

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

消費税率10％前提 消費税率10％前提 消費税率10％前提 消費税率10％前提 消費税率10％前提

649,630,000 649,630,000 649,630,000 649,630,000 649,630,000

第３ 申請資格

指定管理者の指定に申請できる者は、要求水準書５に記載の法令等を遵守し、かつ、

指定期間中に、あすたむらんどを安全円滑に管理運営することのできる法人その他の団
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体（以下「法人等」という。）又は複数の法人等により構成されるグループ（以下「参

加グループ」という。）であることとします。個人での申請はできません。

また、単独の法人等にあっては、次に掲げる（１）及び（２）のすべての要件を満た

す必要があり、参加グループにあっては、主たる構成員が（１）及び（２）の要件を満

たすとともに、すべての構成員が（２）のすべての要件を満たす必要があります。

（１）徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であること。

（２）法人等及びその代表者が，以下の事項に該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する者

イ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により徳島県又は他の地方公共団

体から指定の取り消しを受け又は当該処分の日から起算して２年を経過しない

者

ウ 徳島県建設業者指名停止措置要綱（平成１４年４月１８日建設第７３号）及

び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象

となっている者

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力

団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員

等」という。）の統制の下にある団体

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は

破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた

者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定、

又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされてい

ない者とみなす。

キ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関

係機関に認定された日から２年を経過しない者

ク 徳島県の県税（法人事業税・法人県民税）、法人税、地方法人特別税、消費

税及び地方消費税並びに延滞金等を滞納している者

ケ 法人等あるいは参加グループの構成員であって、他の参加グループの構成員

である者、若しくは二つ以上の提案を行う者

コ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者

サ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する

者がいる団体
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① 破産者で復権を得ない者

② 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受

けることがなくなった日から２年を経過しない者

③ 暴力団の構成員等

第４ 申請方法等

１ 募集要項の公表及び配布期間

募集要項は、令和２年７月１６日より県のホームページ上で公表します。

なお、関係書類は県商工労働観光部にぎわいづくり課の窓口において、令和２年

７月１６日から８月２６日（午前１０時～午後５時）まで配布を行います。

但し、土日及び祝日は除きます。

郵送を希望する場合は、３９０円切手を貼った宛先明記の返信用定形外封筒（角

型２号Ａ４判用）を同封の上、県商工労働観光部にぎわいづくり課まで請求してく

ださい。(令和２年８月２６日 必着)

２ 現地説明会及び質問受付等の実施及びスケジュール

（１）現地説明会の開催

日 時：①令和２年８月６日（木）午後２時から

②令和２年８月１１日（火）午後２時から

集合場所：あすたむらんど管理棟会議室

参加申込：別添資料④様式集（以下同じ）の様式１に、必要事項を記入の上、

郵送、ファクシミリ又は電子メール（件名を「指定管理者説明会

申込」としてください。）により、県商工労働観光部にぎわいづ

くり課宛にお送りください。

申込締切：令和２年７月２７日（月）午後５時まで

留意事項：・説明会は①②とも同じ内容ですので、指定管理者に申請する予

定の方は、いずれかの現地説明会にできる限り参加してくださ

い。

・参加人数については，各法人等２名以内とします。ただし参加

申込状況により、人数制限することがあります。

・当日配布する資料がある場合、現地説明会に出席できない方に
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は、現地説明会の翌日以降、県商工労働観光部にぎわいづくり課で配布いたします。

（２）募集内容等に係る質問の受付

受付期間：令和２年８月２６日（水）午後５時まで

質問方法：質問書（様式２）により、郵送、ファクシミリ又は電子メール

（件名を「指定管理者質問」としてください。）により、県にぎ

わいづくり課宛にお送りください。

（上記以外の方法による質問は受け付けませんので、ご注意願いま

す。）

回答方法：受け付けた質問に対する回答をとりまとめ、随時、県のホームペ

ージにて回答する予定です。

３ 申請書類の提出

（１）申請書類の受付

受付期間：令和２年９月２日（水）から９月１６日（水）

午前１０時から午後５時まで

※但し、土日及び祝日は除きます。

受付場所：県商工労働観光部にぎわいづくり課

受付方法：申請書類一式を、郵送（配達証明郵便による）又は持参により提

出してください。なお、郵送の場合は、令和２年９月１６日

（水）必着とします。

（２）提出書類

申請書類は、原本１部、副本１２部を提出して下さい。

（３）申請書類

ア 指定管理者指定申請書・・・・・・・・・・・・・・・・（様式3）

イ 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式4）

ウ 参加グループ構成員表（参加グループの場合）・・・・・（様式5）

エ 参加グループ協定書の写し（参加グループの場合）・・・（様式6）

オ 参加グループ委任状（参加グループの場合）・・・・・・（様式7）

カ 法人等概要書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式8 表1.2）

キ 法人等の主要業務実績一覧・・・・・・・・・・・・・・（様式9）

（ア）定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類

（イ）法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表
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者の住民票の写し（代表者が外国人である場合にあっては、外国人登録原

票記載事項証明書の写し）

（ウ）申請を行う日の属する事業年度の収支予算書並びに直近２事業年度の事

業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの（新たに設

立する法人又は設立初年度の法人にあっては、上記に替えて収支予算書又

はこれに類する書類を提出してください。設立初年度の法人にあっては、

さらに、設立時における財産目録も提出してください。また、設立２年目

の法人等にあっては、前事業年度に係る書類を提出してください。）

（エ）徳島県の県税（法人事業税・法人県民税）、法人税、消費税及び地方消

費税に関する過去３年分の納税証明書（新たに設立する法人又は設立初年

度の法人にあっては、提出を要しないものとします。）

ク 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式10-1～10-13）

（４）提出書類

申請書類を郵送した場合は、届いているかどうかの確認を電話により行って

ください。

４ 申請書類の作成要領

様式については、別添資料④のとおりです。

（１）様式9について

申請者の過去３箇年程度の主要業務実績について１８件を上限として記入し

てください。（公園又は社会教育施設に関する管理運営業務実績がある場合は、

これを優先して記入してください。）

本様式は、Ａ４判で１ページを上限にMS WORD（バージョンは2003以降）若し

くは一太郎（バージョンは９以降）とし、10.5ポイント活字で作成してくださ

い。

（２）事業計画書作成上の条件

ア 事業計画書の作成にあたっては、当募集要項、要求水準書等に記載されて

いることを遵守してください。

イ 事業計画書（様式10-1～10-13）はＡ４判のモノクロで作成してください。

図、表等を使用してもかまいません。また、ページ数が複数となってもかま

いませんが、各様式について1～3ページ程度で作成してください。ただし、

様式10-7及び10-8については、ページ数の上限は設けません。なお、ページ
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数を中央下に表記してください。

ウ 事業計画書は、様式10-5の表1以外はMS WORD（バージョンは2003以降）

若しくは一太郎（バージョンは９以降）とし、10.5ポイント活字で作成し、

様式10-5の表1はMS EXCEL（バージョンは2003以降）を使用して作成し、そ

の内容を記録したＣＤ－Ｒを添付して提出してください。

エ 各様式の作成に用いる単位は計量法に定めるものとし、使用通貨は日本円、

使用言語は日本語とします。時刻は、日本標準時とします。

（３）各様式の作成について

●様式10-1（施設の管理運営方針）

あすたむらんどの設置目的を的確に把握し、指定管理者制度の導入目的で

ある、「利用者へのサービス向上」と「管理コストの削減」について、どの

ようなノウハウを活用し事業展開を図るか、その方針について、抱負も含め

て具体的に記入してください。

●様式10-2（利用者ニーズの把握・分析と利用促進）

あすたむらんどの設置目的を踏まえつつ、どのようにして利用者ニーズの

把握と分析を行い、管理運営に反映し年間４０万人以上の来園者数の確保を

図るか、具体的かつ現実的に記入してください。

●様式10-3（自主事業）

あすたむらんどの設置目的に適合し、利用促進や利用者の利便性の向上に

つながる自主事業の計画について、具体的かつ現実的に記入してください。

また、事業コストを削減するために企業協賛や有料イベント等の提案がある

場合は記入してください。

●様式10-4（適正な維持管理）

あすたむらんど内施設の日常的、定期的な安全管理、美化対策、植栽管理、

設備保守点検、施設の修繕等について、基本的な考え方及び重視するポイン

トを、指定管理者として目指すあすたむらんどの将来像とともに、各業務ご

とに具体的な方法、内容、頻度等について記入するとともに、年間の作業計

画表（様式任意、Ａ４判）を作成してください。

●様式10-5（表1、表2）（収支計画書）

あすたむらんどを管理運営するにあたっての収支計画（５年間分）を収入、

支出の各項目ごとに表１に記入してください。
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過去３年間の管理運営費の状況については、要求水準書参考資料②を参照

してください。

また、表2については、表2に掲げる支出の項目ごとにコスト削減について

どのように工夫したかを具体的に記入してください。

●様式10-6（管理運営体制など技術的能力）

業務を遂行するための具体的な実施体制について、内部の体制、協力会社

の構成、職員の技術や能力育成をどのように行うか等について計画を記入し

てください。

また、業務が適正に遂行されていることを確認することを目的として行う

セルフモニタリングの方法についても記入してください。セルフモニタリン

グについては、少なくとも①利用者アンケートの実施及び分析、②トラブル

発生時の対応報告及び改善点の検討、③業務目標の達成結果とその分析、④

その他業務改善ポイントの提案の４項目をモニタリング項目として含めるも

のとします。

さらに、あすたむらんどの各施設にどのような能力（資格等）や雇用形態

の職員を配置して業務を遂行するか、「職員体制」（様式10-7）及び「協力

法人等一覧」（様式10-8）を作成してください。

●様式10-7（表1、表2）（職員体制）

表1については、あすたむらんど内に配置する予定の職員すべてについて

記入してください。

表2については、表1に記入した職員（派遣職員を除く。）について記入して

ください。

●様式10-8（協力法人一覧）

業務を遂行するにあたって、業務の一部を委託することを予定している団

体がある場合には、本様式に当該団体の法人名等について記入してください。

該当がない場合も、「該当なし」と記入の上、提出してください。

●様式10-9（地域への貢献）

地元雇用及び地元企業への業務の委託について、基本的な方針及び計画を

具体的に記入してください。様式10-8に記載の団体と重複してもかまいませ

んので、業務の委託を予定している地元企業の法人名等について本様式にも

記入してください。
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●様式10-10（地域との連携）

地域の関連団体（地元企業、自治体、自治会、ボランティア団体等）とど

のように連携してあすたむらんどを管理運営するか、方針及び計画について

具体的に記入してください。

●様式10-11（安全管理）

安全管理について、情報管理、事故予防、感染症拡大防止、災害・緊急時の

対応体制、職員等の教育等について、その考え方を記入してください。

また，個人情報の適正な取扱についての方策を記入してください。

※個人情報保護等に関する規程等を設けている場合は、それを示してください。

●様式10-12（環境への配慮）

あすたむらんどの管理運営業務を行うにあたって、環境にどのように配慮

するかについて、その考え方を具体的に記入してください。

●様式10-13（事業計画書総括表）

様式9及び様式10-1～10-12の内容を、各項目ごとに特にアピールしたい点

について、計100字以内（厳守）で、できる限り明瞭に要点を箇条書きにして

ください。適宜、頁送りは可能です。

第５ 審査方法等

１ 審査の方法

選定委員会において申請者のうち申請資格等の要件を満たす者を対象に申請書

類の審査等を行い、指定管理者として最も適切な優秀者を選定します。選定委員

会は、この結果を県に報告します。

２ 審査の日程

審査は、令和２年１０月下旬までに実施する予定です。ヒアリング等を行う場

合もあります。

３ 審査の基準



- 10 -

審査は、以下に掲げる選定の基準により総合的に判断します。審査基準につい

ては、別添資料③を参照ください。

（１）事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものである

こと。

（２）事業計画書の内容が、あすたむらんどの設置の目的を効果的に達成するとと

もに、その適正な管理が図られるものであること。

（３）事業計画書に基づくあすたむらんどの管理を安定して行うことができる財政

的基礎及び技術的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

（４）その他県があすたむらんどの設置の目的を達成するために必要と認める事項

４ 指定管理者の候補の選定

県は、選定委員会より審査結果の報告を受け、優秀者を優先交渉権者として両

者の間で細目協議を行います。細目協議が整った段階で、指定管理者の候補者と

して選定します。

なお、優先交渉権者と協議が整わない場合には、優先交渉権者との協議を中止

することとし、選定委員会において次点となった者との間で改めて協議を行う

こととします。

指定管理者の選定結果は、令和２年１１月を目途に、審査を受けた団体の全て

に文書により通知します。同時に結果は、県のホームページなどで公表します。

なお、申請団体名は公表されます。また、選定結果の公表に当たり、申請団体

が２団体であった場合などにおいて、それぞれの団体の得点等が明らかになるこ

とを、ご承知おきください。

第６ 指定管理者の指定及び協定締結

１ 指定管理者の指定

県は、指定管理者の指定に関する県議会の議決を経て、指定管理者の指定を行

います。ただし、県議会の議決を得られない場合は指定されません。なお、県は、

指定管理者の指定に関する県議会の議決が得られないことにより指定管理者の候

補者に生じた損害を負担しません。
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２ 協定の締結

県と指定管理者は、先に実施した細目協議の内容を前提に、更に業務を実施す

る上で必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき基本協定を締結し

ます。基本協定書（案）は別添資料②のとおりです。

第７ 留意事項

１ 改修工事

現在の四季彩館は、令和３年度に「徳島木のおもちゃ美術館（仮称）」（以下

「木のおもちゃ美術館」という。）として整備される予定です。なお、木のおもち

ゃ美術館が整備された時点で、木のおもちゃ美術館の所管課と、費用負担等の管理

に関する取り決めを行う予定です。

くつろぎ館は、令和３年度に内装等の改修工事を行う予定です。

２ 事業の継続が困難となった場合の措置

（１）指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合

指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合は、県は

指定の取消し、又は、管理運営業務の一部若しくは全部を停止することができま

す。この場合、県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。

なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なくあすたむらんどの

管理運営業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとします。

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合

災害その他の不可抗力等県及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事

由により、業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するも

のとします。一定期間内に協議が整わない場合、県は、事前に書面で通知するこ

とにより協定を解除できるものとします。

なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なくあすたむらんどの管

理運営業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとします。

３ 審査の対象又は優先交渉権者からの除外
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申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を審査の対象又は優先交渉権

者から除外します。

（１）選定委員会の委員又は本件業務に従事する本県職員若しくは本県関係者に対

し、本件応募について不正な接触の事実が認められた場合

（２）申請書類に虚偽の記載があった場合

（３）複数の事業計画書を提出した場合

（４）前記第３に示す指定管理者の申請資格を満たしていないことが判明した場合

（５）申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合

（６）著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を

行うことについて相応しくないと県が認めた場合

（７）その他不正な行為があったと県が認めた場合

４ 申請書類等の取り扱い

（１）著作権

県が提示する設計図書等の著作権は県及び作成者に帰属し、申請者の提出する書

類の著作権はそれぞれの申請者に帰属します、なお、本事業において公表する場合

その他県が必要と認めるときは、県は提出書類の全部又は一部を無償で使用できる

ものとします。

（２）特許権

申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手

法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて申請者が負うものとします。

（３）記載内容の変更等の禁止

提出した申請書類は、これを書き換え、差し換え、又は撤回することはできませ

ん。

（４）返却等

申請書類は審査のため、選定委員会の委員に配布することがあります。また、提

出された申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。
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５ 費用負担

申請及び審査に際して申請者に係る費用については、すべて申請者の負担としま

す。

６ その他

（１）指定管理者指定申請書提出後に申請を辞退する場合には、令和２年９月１８

日（金）までに（様式３－２）により申し出てください。

（２）県が提供する資料は，申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。

（３）問合せ及び申請書提出先

徳島県商工労働観光部にぎわいづくり課交流拠点担当

〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地

TEL 088-621-2132・2148

FAX 088-621-2837

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nigiwaidukurika@pref.tokushima.jp

別添資料① 管理運営業務要求水準書

別添資料② 徳島県立あすたむらんどの管理運営に関する基本協定書（案）

別添資料③ 審査基準

別添資料④ 様式集

別添資料⑤ 指定管理者募集スケジュール


